
1 　事業の達成度

2 　１の理由

3 　事業の実施内容・実績・成果（令和６・7年度）

4 　今後の課題・方向性

④達成されていない

・民法改正による成年後見制度の見直しが予定されているため、新制度について区民への普及啓発や関係者
への周知、本人支援に携わる支援者等への情報提供・情報共有をしていく必要がある。

・講演会や福祉関係者向け講座において動画配信を取り入れ、受講の機会を拡充するなど、制度周知の機会
の充実を図った。

・区のおしらせ「ちゅうおう」、中央区社協だより「かけはし中央」等広報紙への事業案内・講座等案内の掲載
・すてっぷ中央のパンフレットやチラシ等の作成・配布
・すてっぷ通信の発行（年２回）
・社会福祉協議会ホームページの内容充実（令和６年度充実）
・区内各種イベントでのチラシ等配布
・区内掲示板へのポスター掲示
・各種講座、講演会、個別相談会等の開催や出前講座の実施による制度の周知
・助成制度に関するチラシ作成・配布
・福祉専門職への周知
・法人後見普及・啓発リーフレットの配布（令和６年度充実）

主な取組・事業 （１）効果的な広報活動の実施　（２）講座、講演会等の実施

①達成された ③あまり達成されていない②おおむね達成された

施策の方向性Ⅰ 成年後見制度を含めた権利擁護支援の普及・啓発を推進する。

施策１ 権利擁護支援の普及・啓発

　　令和６・７年度中央区成年後見制度利用促進事業の成果と課題

目指す姿
誰もが住み慣れた地域の中で家族や地域の人々に支えられながら、成年後見制度を
含めた権利擁護支援により本人の意思が最大限尊重され、尊厳をもってその人らしい
生活を継続し、地域社会に参加していきます。

資料１
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1 　事業の達成度

2 　１の理由

3 　事業の実施内容・実績・成果（令和６・7年度）

4 　今後の課題・方向性

・福祉関係者向けの研修では、動画配信を取り入れたことにより、受講者が増加した。
・権利擁護支援地域関係者ネットワーク連絡会への新たな参加団体も加わり、権利擁護支援に関わる専門職、
地域関係者等の顔の見える関係が広がっている。

・区職員および福祉関係者を対象に、「福祉関係者のための成年後見制度研修」を２回実施。うち１回は、当日
に参加できない者も後日受講できるよう動画配信を取り入れ、研修の充実を図った。（令和６年度：延べ20名、
令和７年度：延べ26名参加）
・権利擁護支援地域関係者ネットワーク連絡会の開催（年２回開催、令和６年度：延べ46団体、78名参加・令和
7年度：延べ58団体、83名参加）（令和６・７年度充実）

・制度や事業の概要だけでなく、意思決定支援や成年後見制度費用助成など、幅広い内容を取り入れ、より専
門的な知識を得られるよう、講座の内容の充実を図る。
・権利擁護支援地域関係者ネットワーク連絡会について、引き続き、多様なテーマを取り入れながら実施し、権
利擁護支援への理解向上を図る。

主な取組・事業 （３）職員等を対象とした研修の充実　（４）区及び関係機関の相互理解の促進

①達成された ②おおむね達成された ③あまり達成されていない ④達成されていない

施策の方向性Ⅰ 成年後見制度を含めた権利擁護支援の普及・啓発を推進する。

施策２ 権利擁護支援の理解向上

　　令和６・７年度中央区成年後見制度利用促進事業の成果と課題

目指す姿
誰もが住み慣れた地域の中で家族や地域の人々に支えられながら、成年後見制度を
含めた権利擁護支援により本人の意思が最大限尊重され、尊厳をもってその人らしい
生活を継続し、地域社会に参加していきます。
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1 　事業の達成度

2 　１の理由

3 　事業の実施内容・実績・成果（令和６・７年度）

4 　今後の課題・方向性

　　令和６・７年度中央区成年後見制度利用促進事業の成果と課題

目指す姿
誰もが住み慣れた地域の中で家族や地域の人々に支えられながら、成年後見制度を
含めた権利擁護支援により本人の意思が最大限尊重され、尊厳をもってその人らしい
生活を継続し、地域社会に参加していきます。

施策の方向性Ⅱ 成年後見制度を含めた権利擁護支援を安心して利用できる仕組みを作る。

施策３ 相談・支援体制の強化

主な取組・事業
（５）地域関係者・関係機関と連携した相談体制の強化　（６）支援方針の検討等への司法専門
職等の関与　（７）本人の意思を尊重した適時・適切な権利擁護支援の促進　（８）適時・適切な
区長申立ての実施

①達成された ②おおむね達成された ③あまり達成されていない ④達成されていない

・困難ケース等の支援方針について専門職からの助言を得られる場として、権利擁護支援推進協議会のほか、
令和７年度から必要に応じてケース検討会議（臨時会）を開催できる体制を整えた。次年度以降は、区長申立
てケースも含め、協議会やケース検討会議をより積極的に活用していく。
・民法改正に伴う成年後見制度改正の方向性が示され、本人意思を尊重した支援が求められている。本人の
意思に基づき、利用する制度やサービスを適切に選択できるよう、チームによる見守りや意思決定支援の体制
を整備していく。

対応困難ケースについて、権利擁護支援推進協議会において支援方針の検討を行ったほか、ケース検討会
議（臨時会）を開催し、司法・福祉等の専門職から多角的な視点で検討・助言を行った。

・権利擁護支援地域関係者ネットワーク連絡会の開催（年２回開催、令和６年度：延べ46団体、78名参加・令和
7年度：延べ58団体、83名参加）
・地域ケア会議、支援会議等への出席（出席件数　令和６年度：23件・令和７年度：14件）
・権利擁護支援推進協議会の開催（年３回）
・ケース検討会議（臨時会）の開催（令和７年度：１回）（令和７年度新規）
・権利擁護支援事業から成年後見制度への移行支援
・区長申立検討会議実施
（令和６年度：６回※障害者福祉課２回、介護保険課４回、令和７年度：５回※障害者福祉課１回、介護保険課４
回）
・区長申立ての実施
（令和６年度：８件※介護保険課８件、令和７年度：５件※障害者福祉課１件・介護保険課４件）
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1 　事業の達成度

2 　１の理由

3 　事業の実施内容・実績・成果（令和６・７年度）

4 　今後の課題・方向性

　　令和６・７年度中央区成年後見制度利用促進事業の成果と課題

目指す姿
誰もが住み慣れた地域の中で家族や地域の人々に支えられながら、成年後見制度を
含めた権利擁護支援により本人の意思が最大限尊重され、尊厳をもってその人らしい
生活を継続し、地域社会に参加していきます。

施策の方向性Ⅱ 成年後見制度を含めた権利擁護支援を安心して利用できる仕組みを作る。

施策４ 負担軽減の充実

主な取組・事業 （９）申立て支援及び費用・報酬助成の充実

①達成された ②おおむね達成された

・令和７年度に助成制度の見直しを行い、充実を図った。引き続き、報酬助成制度の見直しについて検討して
いく。

③あまり達成されていない ④達成されていない

・成年後見制度の申立てが必要な方に対し、適切な後見人等候補者の選定や申立書類作成者の紹介、職員
による書類作成支援や本人の面会立会い等、申立て手続き支援を行った。
・助成対象者の経済的要件や、報酬助成上限額の見直しを行い、助成制度の充実を図った。

・申立費用助成（令和７年度充実）
　【親族申立て等】令和６年度：２件、令和７年度：６件
・申立書類作成費用助成（令和７年度充実）
　【親族申立て等】令和６年度：３件、令和７年度：７件
・報酬助成（令和７年度充実）
　【親族申立て等】令和６年度：５件、令和７年度：８件
　【区長申立て】令和６年度：３件（障害者福祉課２件、介護保険課１件）、令和７年度：３件（障害者福祉課１件、
介護保険課２件）
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1 　事業の達成度

2 　１の理由

3 　事業の実施内容・実績・成果（令和６・７年度）

4 　今後の課題・方向性

　　令和６・７年度中央区成年後見制度利用促進事業の成果と課題

目指す姿
誰もが住み慣れた地域の中で家族や地域の人々に支えられながら、成年後見制度を
含めた権利擁護支援により本人の意思が最大限尊重され、尊厳をもってその人らしい
生活を継続し、地域社会に参加していきます。

施策の方向性Ⅱ 成年後見制度を含めた権利擁護支援を安心して利用できる仕組みを作る。

施策５ 地域連携ネットワークづくりの推進

主な取組・事業
（10）中央区権利擁護支援推進協議会の運営　（11）中核機関の運営　（12）権利擁護支援地域
関係者ネットワーク連絡会の開催

①達成された ②おおむね達成された ③あまり達成されていない ④達成されていない

・引き続き、権利擁護支援推進協議会や権利擁護支援地域関係者ネットワーク連絡会を活用し、関係機関等
の連携強化を図る。
・支援方針検討や受任者調整に関して、協議会やケース検討会議（臨時会）を積極的に活用していく。
・権利擁護支援地域関係者ネットワーク連絡会について、地域課題をテーマにした内容を取り入れるなど、内
容の見直しを検討する。

　「権利擁護支援推進協議会」や「権利擁護支援地域関係者ネットワーク連絡会」などを開催したほか、ケース
検討会議（臨時会）を開催し、関係機関等の連携強化や地域連携ネットワークの強化に努めた。

・権利擁護支援推進協議会の開催（年３回）
・ケース検討会議（臨時会）…１回開催（７月）（令和７年度新規）
・権利擁護支援地域関係者ネットワーク連絡会の開催（年２回開催、令和６年度：延べ46団体、78名参加・令和
7年度：延べ58団体、83名参加）（令和６・７年度充実）
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1 　事業の達成度

2 　１の理由

3 　事業の実施内容・実績・成果（令和６・７年度）

4 　今後の課題・方向性

　　令和６・７年度中央区成年後見制度利用促進事業の成果と課題

目指す姿
誰もが住み慣れた地域の中で家族や地域の人々に支えられながら、成年後見制度を
含めた権利擁護支援により本人の意思が最大限尊重され、尊厳をもってその人らしい
生活を継続し、地域社会に参加していきます。

施策の方向性Ⅲ 成年後見等の担い手となる地域資源の活用・育成をする。

施策６ 成年後見等の担い手の確保

主な取組・事業
（13）区民後見人候補者の養成・支援　（14）区民後見人の活動機会の充実　（15）法人後見実
施体制の強化

①達成された ②おおむね達成された

・専門職後見人からのリレー形式や複数後見など、多様な形態による受任を積極的に取り入れていく。
・区民後見人の受任要件の見直しについて検討する。
・区内における法人後見の実施体制の推進を図る。

③あまり達成されていない ④達成されていない

・区民後見人候補者の養成について、引き続き、港区と共催で基礎講習を実施した。
・令和７年度は、新たに２名の区民後見人が受任し、うち1件は専門職後見人から区民後見人へのリレー方式
による受任を調整した。

・区民後見人候補者の養成
　区民後見人を目指す方のための基礎講習説明会（令和６年度３回・令和７年度：２回）
　区民後見人を目指す方のための基礎講習（全５日間）
　基礎講習修了生　令和６年度：１名・令和７年度：２名
・区民後見人候補者支援
　後見活動メンバーフォローアップ研修（２回実施）
・成年後見等監督業務（受任件数　令和６年度：２件・令和７年度：３件）
・区民後見人の活動機会の充実
　権利擁護支援推進協議会において区民後見人候補者について協議の上、後見人等候補者として推薦し
た。（令和６年度：１件・令和７年度：１件）
・社会福祉協議会による法人後見の実施に向けた検討（令和６・７年度充実）
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1 　事業の達成度

2 　１の理由

3 　事業の実施内容・実績・成果（令和６・７年度）

4 　今後の課題・方向性

　　令和６・７年度中央区成年後見制度利用促進事業の成果と課題

目指す姿
誰もが住み慣れた地域の中で家族や地域の人々に支えられながら、成年後見制度を
含めた権利擁護支援により本人の意思が最大限尊重され、尊厳をもってその人らしい
生活を継続し、地域社会に参加していきます。

施策の方向性Ⅲ 成年後見等の担い手となる地域資源の活用・育成をする。

施策７ 区民後見人等候補者の活用

主な取組・事業 （16）区民後見人候補者の幅広い活用及びモチベーションの確保

①達成された ②おおむね達成された ③あまり達成されていない ④達成されていない

・引き続き、区民後見人候補者に対し、権利擁護支援事業の生活支援員として活動の場を積極的に提供し、
資質の向上およびモチベーションの維持を図る。
・法人後見業務における後見支援員としての活躍の場の提供を行う。
・専門職後見人から区民後見人へのリレー方式や専門職後見人と区民後見人の複数後見等、多様な受任形
態を積極的に取り入れ、区民後見人の受任促進を図っていく。

・区民後見人候補者を登録生活支援員として積極的に活用するとともに、区民後見人を目指す方のための基
礎講習において、区民後見人受任者による活動報告の場を設定し、区民後見人候補者養成の一端を担った。

・登録生活支援員として活用
　令和６年度末現在　登録者数24名、活動延べ件数209件、活動延べ時間761.5時間
　令和７年度末現在　登録者数21名、活動延べ件数279件、活動延べ時間1021.0時間
・権利擁護支援事業の生活支援員として活動の場を積極的に提供した。
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1 　事業の達成度

2 　１の理由

3 　事業の実施内容・実績・成果（令和６・７年度）

4 　今後の課題・方向性

　　令和６・７年度中央区成年後見制度利用促進事業の成果と課題

目指す姿
誰もが住み慣れた地域の中で家族や地域の人々に支えられながら、成年後見制度を
含めた権利擁護支援により本人の意思が最大限尊重され、尊厳をもってその人らしい
生活を継続し、地域社会に参加していきます。

施策の方向性Ⅳ 成年後見人等の活動しやすい環境を作る。

施策８ 成年後見人等への支援

主な取組・事業
（17）チームの自立支援　（18）成年後見人等選任後の状況把握　（19）親族後見人等への支援
の充実

①達成された ②おおむね達成された

・権利擁護支援チームによる継続的・多職種連携の支援を通じて、本人の意思を尊重した生活が送れるようサ
ポートしていく。
・引き続き、成年後見制度の利用相談や申し立て支援を行った親族後見のケースについて、状況把握に努
め、初回報告や定期報告、後見人としての業務に関する相談に応じていく。
・後見人等の事務負担の軽減に向け、検討を進める。

③あまり達成されていない ④達成されていない

・チームによる支援が必要なケースについて、チーム会議を開催した。
・親族後見人へのモニタリングや親族後見人向け講座・交流会の機会を捉え、親族後見人の状況把握に努め
た。
・郵便物の送付先の一括変更の運用を開始し、後見人等の事務負担の軽減を図った。

・チーム会議の開催（令和６年度：４件・令和７年度：１件）（令和６年度新規・令和７年度充実）
・成年後見人等選任後の状況把握（モニタリング　令和６年度：２件・令和７年度：１件実施）
・親族後見人向け講座・交流会（令和６年度：３回開催、参加者数　延べ18人・令和７年度：２回開催、参加者数
延べ７人）
・郵便物の送付先一括変更の運用（令和６年度：47件、令和７年度：59件）（令和６年度新規・令和７年度充実）
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